岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター

ゆうあいセンター利用許可申請書

平成　　年　　月　　日

岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター　センター所長　殿
（TEL：086-231-0532　FAX：086-231-0541）

代表者　 住　　所

団 体 名

氏　　名

電話番号

          FAX番号
E-mail
ゆうあいセンターを使用したいので、岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター条例第７条により、次のとおり申請します。
下記の申請者欄と太枠内をすべて記入してください。　　※未記入項目のある場合は、無効となります。
	使用年月日
	平成　　　年　　　月　　　日（　　　）

	使用目的
	対象者・学習内容等をご記入ください
	使用人数
	　　　人

	使用内容
	□研修会　　　　　　□講演・講座　　□会議　　□定例会　　□委員会　　
□理事会・役員会　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	案内板掲載事項
	□要　タイトル（　　　　　　　　　　　　）時間（　　：　　～　　：　　）
□不要

	当日連絡責任者
	氏名　　　　　　　　　　　　　　電話番号

	利用施設

及び

利用時間
	施設名
	利用時間（準備・片付け込）
	利用料金

	
	研修室全室
	:      ～      :
	円

	
	研修室分室１
	:      ～      :
	円

	
	研修室分室２
	:      ～      :
	円

	
	大会議室全室
	:      ～      :
	円

	
	大会議室分室１
	:      ～      :
	円

	
	大会議室分室２
	:      ～      :
	円

	
	大会議室分室３
	:      ～      :
	円

	
	中会議室
	:      ～      :
	円

	
	小会議室１
	:      ～      :
	円

	
	小会議室２
	:      ～      :
	円

	
	小会議室３
	:      ～      :
	円

	附属設備の使用
	□プロジェクター（900円）　□音響装置（300円）
	円

	利用料
	合計　　　　　　　 　円

	確認事項
	【備品持込】　□有（備品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□無

【物品販売】　□有（物品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□無

【音楽・運動】　□有（内　容：　　　　　　　　　　　　　　　　　）□無


※「物品販売」「音楽・運動」に該当する場合は、別途、各許可届出書の提出を要します。

	受付日
	受付者
	領収日・番号
	取扱者
	HP入力
	台帳記入

	平成 　年 　月 　日
	
	平成   年   月　 日
	第　  号
	
	□済（    　　）
	□済（   　　）


※ 別紙「ゆうあいセンター研修室・会議室利用規則」の留意事項等を確認した上で申請書を提出してください。
※ 本申請書に記載された使用目的以外の利用が判明した場合は、その時点でご利用をお断りすることもございます。

※ 個人情報は、利用許可事務以外の目的には一切使用いたしません。
ゆうあいセンター研修室・会議室利用規則
■予約変更及び取り消しについて

【仮予約（承認印を押印された利用許可申請書の交付前）であるとき】

1． 仮予約より一週間以内であれば、電話で予約変更及びキャンセルができます。

【利用の承認後であるとき】

１．利用日前日（開館休館日の場合はその前日）の閉館時間までに、ゆうあいセンターまで連絡をしてください。連絡のない場合は利用料と同一の額を徴収いたします。ただし、災害等によりやむを得ない場合はこの限りではありません。
2． 日時等を変更する場合は、前日までに再度利用許可申請書を提出してください。（変更前の許可書を添付してください。）


■利用にあたって使用前のお願い

１．来館者用駐車場には限りがありますので、参加者等に公共交通機関での来館を周知してください。（開催案内等には、必ずその旨を記載してください。）

２．当施設までの交通案内は事前に参加者等に周知してください。

3． 電話等での仮予約、申請書の提出、鍵の受け取り、鍵の返却等の諸手続きは、利用責任者本人が責任を持って行なってください。

4． 利用当日に物品販売をされる場合は、利用許可申請書と同時に別紙「研修室・会議室利用時の物品販売等許可届出書」を提出し、センター所長の承認を得てください。
5． 会議室の定員は防災上の理由で必ずお守りください。

6． 各会議室への電話の取り次ぎはいたしますが、参加者等への伝言はいたしません。

■当日の利用方法について

※利用料は、利用開始時または利用終了時に利用責任者がゆうあいセンター受付にお支払いください。

【利用開始時】

1． 午前９時以降に、利用責任者が承諾印を押印された利用許可申請書をゆうあいセンター受付に提示し、鍵つきチェックシートを受け取ってください。（※講座等の参加者が先に来られた場合は、鍵はお渡しできません。）

2． 開催案内は、１階電光掲示板及び2階ゆうあいセンター前の掲示板に表示しています。会議室前にも表示が必要な場合は、備え付けの行事案内板に利用者が表示してください。（※行事案内板は利用する会議室付近に設置してください。なお、通行の妨げとならないようご注意ください。）

3． 非常事態の発生に対処するため、避難口・非常口・非常扉の開き方などを事前に確認しておいてください。

【利用終了時】

1． 後片付け終了後、チェックシートに必要事項を記入してください。

2． 会場内の机・椅子等の配置換えをした場合、元の状態へ戻してください。

3． 利用終了時刻までに、利用責任者が鍵を閉め、鍵つきチェックシートをセンター受付に返却してください。


■利用上の注意事項

１．許可された使用時間は、「入室・準備」から「後片付け・全員退室」までの時間を含みますので、時間内にすべて終了してください。

２．許可された使用目的以外で施設を使用しないでください。

３．附属設備を室外へ持ち出さないでください。

４．会場内外の貼り紙は禁止いたします。

５．会場内での火気及び水の使用はできません。

６．会場内での騒音（演奏、激しい運動等）を伴う利用はできません。

７．館内は全館禁煙です。

８．給湯室は、自由にご利用いただけます。急須、湯呑み、茶たく、コップ、お盆、湯沸しポットがあります。（数に限りがありますので、不足の場合もあります。）なお、茶葉、ふきん等は利用者側でご用意ください。利用後は、ふきんで拭いた後、元の場所へ戻してください。

９．貴重品等の管理は各自で責任をもって保管してください。万一盗難などの事故があっても、センターでは責任を負いかねます。

10．施設及び附属備品を損失・滅失した場合は、弁償していただきます。


■各施設・附属備品の利用時間及び利用料

【平日】

	
	
	定員
	9～12時
	12～13時
	13～17時
	17～18時
	18～21時

	研修室
	全室
	50人
	2,100
	600
	2,700
	600
	2,400

	
	２分割
	研修室1　30人

研修室2　20人
	1,100
	300
	1,300
	300
	1,200

	大会議室
	全室
	60人
	2,600
	700
	3,300
	700
	3,000

	
	３分割
	20人
	1,000
	300
	1,000
	300
	1,000

	中会議室
	
	18人
	800
	200
	1,000
	200
	900

	小会議室
	各部屋
	12人
	700
	200
	700
	200
	700



（単位：円）
【土日】
【附属備品】
	
	
	定員
	9～12時
	12～13時
	13～18時

	　研修室
	全室
	50人
	2,400
	900
	3,300

	
	２分割
	研修室１　30人

研修室２　20人
	1,200
	400
	1,600

	大会議室
	全室
	60人
	3,000
	1,000
	4,000

	
	３分割
	20人
	1,000
	400
	1,300

	中会議室
	
	18人
	900
	300
	1,200

	小会議室
	各部屋
	12人
	700
	300
	900

	備品名
	金額

	プロジェクター

（2台まで可）
	900／台

	音響装置

（2台まで可）
	300／台



（単位：円）

■申込み・問合せ先
岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター「ゆうあいセンター」
〒700-0807　岡山市北区南方2丁目13-1　岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館2階

ＴＥＬ　086-231-0532　ＦＡＸ　086-231-0541

＜休館日＞月曜日・国民の祝日　　12月29日～翌年の1月3日

＜開館時間＞火～金　9:00～21:00　土・日　9:00～18:00
承諾印














※ゆうあいセンターへお越しの際は、公共交通機関のご利用をお願いします。





登録団体NO.











以前利用　有 ・ 無





※音響装置は、研修室・


会議室ともに全室利用


時のみ貸出可能です。








